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（平成25年度県単独農業農村整備事業溢水対策針山口用水地区）

(平成20年7月8日今泉地内溢水状況)



平成２６年５月第１１号 庄 東 用 水 だ よ り

新年度に当たり

庄東用水土地改良区理事長　　川合昭夫　

　　　

　組合員の皆様には、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

　日頃から当土地改良区の運営及び各種事業の推進に対し格別のご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、現在農業・農村においては、過疎化、高齢化、担い手不足、地域活力の低下など多くの課題がござい

ます。特に農業用施設の老朽化は、食料生産の減少や食料自給率の向上に支障を来しているものと危惧されて

おります。

　私どもの土地改良区のかんがい施設は、県営及び団体営事業で施行した幹線水路で約６０年経過し、老朽化等

が進み維持管理に支障が来たし、多大な経費を費やしているため、三合新用水路では、平成２４年度から県営中

山間地域総合整備事業を導入し、用水の暗渠化工事を約０．６５ｋｍを実施中、また、針山口用水路では平成２４年

度から溢水対策として県単独事業による嵩上げ改良工事を今年度までの３年間で完成予定であります。さら

に、県営基幹水利ストックマネジメント事業芹谷野用水地区では、平成２６年度には福岡地内から増山地内まで

の約２．６ｋｍを実施する予定であり早期完成を願っております。

　次に、皆様もご存じのとおり、農業用水を利用した小水力発電に関し、平成２４年７月から新たに再生可能エ

ネルギーの固定価格買取制度が施行され、小水力発電において、これまでよりも有利な単価での売電契約が可

能になりました。

　当区と致しまして、いち早く可能性調査を実施し、採算ベースのとれる２ケ所を富山県に対し早期に発電所

建設をお願いした結果、芹谷野発電所は、平成２５年度に基本設計（導入支援）を完了し、平成２６年から平成２８

年度にかけて建設工事着工の運びとなっております。また、三合新発電所につきましては、平成２６年度には基

本設計を行い、平成２７年度から建設着工の実施設計業務となっております。一日も早く完成させ、施設の維持

管理費に対する組合員負担の軽減に寄与いたしたいと思っております。

　関係の皆さんのご協力をお願いするものです。

　最後になりますが、今後とも役職員が一致団結し、組合員各位のご期待に添える様努めて参りますので、一

層のご理解とご協力をお願い致します。
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第１３回通常総代会の開催第１３回通常総代会の開催

　去る、３月１９日（水）午後２時から砺波市東般若農村振興会館２階大ホールにおいて第１３回通常総代会を総代

４８名と理事長以下役員２５名が出席し開催されました。

　最初に川合理事長の挨拶のあと、第６選挙区選出総代の前田　進氏を議長に選出した後、議事録記名人に第１

選挙区選出総代の小谷憲夫氏と第５選挙区選出総代の岡島稜一氏の２名を指名し議事に入った。議事では、平成

２４年度一般会計及び特別会計の決算、平成２５年度補正予算案、庄東用水土地改良区の定款、規約、規程の一部改

正、平成２６年度事業計画案及び予算案などについて審議され、１１議案すべて原案どおり可決承認されました。



２

平成２４年度一般会計及び特別会計収支決算

通常総代会附議事項

平成２５年度繰越額  ３６,５０９,３４５円

第１１号平成２６年５月 庄 東 用 水 だ よ り

川合理事長挨拶 前田議長挨拶

議案第１号　平成２４年度事業報告、一般会計及び特別会計収支決算の承認について

議案第２号　平成２５年度一般会計・特別会計収支補正予算の議決について

議案第３号　庄東用水土地改良区定款の一部改正の議決について

議案第４号　庄東用水土地改良区規約・規程の一部改正の
　　　　　　議決について

議案第５号　平成２６年度事業計画・一般会計及び特別会計
　　　　　　収支予算の議決について

議案第６号　平成２６年度組合費の賦課金徴収の議決について

議案第７号　平成２６年度長期借入金の議決の議決について

議案第８号　平成２６年度農地転用決済金の議決について

議案第９号　平成２６年度積立金及び余裕金の預入先の議決に
　　　　　　ついて

議案第１０号　平成２６年度一時借入金の議決について

議案第１１号　平成２６年度役員並びに総代報酬の議決について

収入の部
１２５,３５２,０９２（円）

支出の部
88,842,7４７（円）

組合費
29,879,485

会議費
1,725,560

委託費
871,470

事務所費
13,292,456

事務費
2,575,392

事業費
35,000,491

維持管理費
9,714,595

協力費
4,607,950

交付金
19,040,000

補助金
9,940,000

雑収入
842,719

借入金
1,080,000

分担金
314,632

共済費
1,582,435

負担金
342,930

繰出し金
21,946,000

償還金及び利子
123,687

諸費
1,353,099

繰越金
41,270,438

繰入金
18,691,500

◆一般会計収支決算 （単位：円）



　平成２５年度管理体制整備業務として、管内の主要水門に管理ラベルを据付ました。
　このラベルには、水門番号、水門名や管理団体名が記載してあり、水門管理マップの構築を通じた管理体

制の強化を図ることを目的

とするものです。今後この

ラベル設置を継続していき

たい。

◆特別会計収支決算

特別会計　地区別運用積立金収支決算

特別会計　運用積立金収支決算

特別会計　役員退任慰労及び功労者表彰積立金収支決算

特別会計　職員退職積立金収支決算

特別会計　農地転用決済金収支決算

予算額

９３,８５７,５５６

支出額

１８,６９１,５００

差引２５年度繰越額

７５,１６９,４３５

収入額

９３,８６０,９３５

予算額

６,３２２,０００

支出額

０

差引２５年度繰越額

４,６３９,６５７

収入額

４,６３９,６５７

予算額

２,３０１,０００

支出額

０

差引２５年度繰越額

２,３０１,８１５

収入額

２,３０１,８１５

予算額

３,９４４,０００

支出額

０

差引２５年度繰越額

３,９４５,９２１

収入額

３,９４５,９２１

予算額

１０,０００

支出額

0

差引２５年度繰越額

７３２,３１３

収入額

７３２,３１３

（単位：円）

（単位：千円）

管内の水門に管理ラベルを設置！！

３

平成２６年５月第１１号 庄 東 用 水 だ よ り

◆特別会計収支予算

◆一般会計収支予算

平成２６年度一般会計及び特別会計収支予算

特別会計　地区別運用積立金収支予算

予算額：収入・支出共　７９,７１１千円

特別会計　運用積立金収支予算

予算額：収入・支出共　  ６,２４０千円

特別会計　役員退任慰労及び功労者表彰積立金収支予算

予算額：収入・支出共　３,３６０千円

特別会計　職員退職給与積立金収支予算

予算額：収入・支出共　５,１４８千円

特別会計　農地転用決済金収支予算

予算額：収入・支出共　  ２,４５５千円

収入の部
１３１,３４０（千円）

支出の部
１３１,３４０（千円）

組合費
29,836

選挙費
1,080

予備費
12,751

会議費
1,550

事務所費
15,230

事務費
3,400

維持管理費
10,500

事業費
62,750

協力金
4,615

交付金
 224

借入金
24,400

補助金
39,640

雑収入
806

繰入金
15,819

繰越金
16,000

分担金
13,850

共済費
1,700

負担金
 730

繰出し金
4,946

諸費
2,050

償還金及び利子
353

委託費
450

水門管理ラベル
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第１１号平成２６年5月 庄 東 用 水 だ よ り

●芹谷野用水路
※事 業 名：土地改良区直営事業
　　　　　　   　　  (管理道路整備)

・施行場所：砺波市増山地内

・事 業 量：管理道路補修　Ｌ＝７７ｍ

・工 事 費：４４１千円

●針山口用水路
※事 業 名：土地改良区直営事業
　　　　　　   　 　 (今泉中央水門更新)

・施行場所：高岡市今泉地内

・事 業 量：水門１基６００×１０００×２４００

・工 事 費：７５６千円

●三合新用水路
※事 業 名：県単独農業農村整備
　　　　　　　　　　 (水門整備)

・施行場所：砺波市安川天皇地内

・事 業 量：水門１基

・工 事 費：１,７５０千円

維持管理事業（施設整備及び水門補修）

平成２５年度に実施した主な事業

●針山口用水路
 　※事 業 名：県単独農業農村整備事業 (針山口用水地区)

　・施行場所：高岡市　今泉地内

　・事 業 量：用水嵩上げH=0.30m、L=670m

　・工 事 費：10,000千円

●三合新用水路（県営事業）
　※事 業 名：中山間地域総合事業 (１-５号用水路上流地区)

　・施行場所：砺波市三谷地内

　・事 業 量：用水路L=７７m、護岸工１式



５

【分水嶺にて】

【庄川合口堰堤、安川発電所】

　平成２５年９月１１日、当土地改良

区主催による農業用水施設広報活

動の一環として砺波市立庄東小学

校４年生（３５名）を対象に、施設見

学会を行った。

　当日は晴天に恵まれ、岐阜県の

ひるがの高原にある「庄川の分水

嶺」と「荘川の桜」、「御母衣ダム」、

「庄川水資料館」、「庄川合口用水

堰堤」、「安川発電所」を見学し、

用水の多面的機能や維持管理の大

切さなどを学びました。

平成25年度施設の江廻り見分を実施
　平成２６年３月２７日（木）、土地改良区役員による農業用水の通水を前に管内の用水路、水門、管理道路等の

施設を一斉に見分し、給水への障害となることのないよう検討を図った。

春季水止め時期の江浚えの実施

　春の「用水の水止め」が３月２６日から３１日までの５日間実施され、当土地改良区が管理している幹線用水路に

おいて、３月３０日を中心に関係自治会等の皆さんの御協力のもと雨天にも関わらず実施していただきました。

平成２６年５月第１１号 庄 東 用 水 だ よ り

農業用水施設見学会の開催
（砺波市立庄東小学校）



第１１号平成２６年５月 庄 東 用 水 だ よ り

事務局からのお知らせ

次の事項に該当した場合は、土地改良区への届出が義務付けられています。 

 ★農業者年金を受けるため経営移譲したとき。

 ★組合員の死亡により農地を相続したとき。

 ★住所や組合員名を変更するとき。

 ★農地の売買、贈与、交換などで名義変更があったとき。

組合員資格得喪通知書は当区事務局まで
　           

   

◎農地を宅地などに転用するため、農業委員会に申請する場合は、事前に土地

　改良区の意見書が必要です。       

　・農地を宅地、作業所、駐車場、資材置き場などに転用するとき。

　・公共事業用地（道路、河川など）に転用するとき。    

　上記、転用する場合、土地改良区の地区から除外するため「地区除外申請」が

　必要です。この場合、転用決済金で処理しますので、次年度以降の組合費の納

　入はなくなります。

　

 

▲定款第４条第３項の規定により、当区が管理する土地改良施設を、事業目的

　を妨げない範囲内で他の目的外に使用する場合、「他目的使用承認申請書」を

　提出してください。

※当区の他目的使用及び手数料徴収規程により使用料がかかります。

平成２６年度  賦課金納入について　

組合員の資格取得・喪失等の届出について

農地転用の申請・届出について

他目的使用の申請について

６

組 合 員 の 皆 さ ん へ

●　賦課基準日 平成２６年４月１日現在の土地原簿に記載された土地の地積 

●　賦課徴収額 各地区毎の賦課金の単価による。  

●　徴 収 時 期 第一期 平成２６年 ５月１０日（賦課金額の５０％）

　　　　　　 第二期 平成２６年 １０月１０日（賦課金額の５０％）

●　徴 収 期 限 第一期 平成２６年 ５月３１日     

 第二期 平成２６年 １０月３１日 

●　賦課金総額が１０千円未満の場合は、第一期に全額納入となります。



平成２６年 ５月第１１号 庄 東 用 水 だ よ り

【発　行】　平成2６年５月15日
【発行所】　庄東用水土地改良区　〒939-1401  砺波市東保978番地3
　　　　　責任者／  理事長　川合昭夫
　　　　　ＴＥＬ／0763-37-0010　FAX／0763-37-0015
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７

庄東用水土地改良区の地区別面積と組合員数（平成2６年4月現在）

 地 区 名

三合新用水

芹谷野用水

針山口用水

計

受益面積(ha)

５８.４９　

７２８.１６　

６９２.４２　

１,４７９.０７　

組合員数(人)

８６　

１,２０２　

９２９　

２,２１７　

※設立年月日　平成15年２月３日（認可番号　富士改区498号）

平成26年度『草刈りの実施について』
当区が管理している幹線用水路の草刈りを下記要領で実施致しますのでご協力をお願い致します。

●草刈り期間
　６月上旬から８月上旬頃まで
　なお、実施に当たり用水の減水が必要であれば予めの日程を事務局ま
でお知らせ下さい。

●草刈り実施報告書の提出期限
平成26年8月11日㈪　事務局まで

任期満了による総代及び役員の選挙について
　任期満了による総代の選挙は、土地改良法施行令第６条第１項の規定により、任期満了（平成27年２月26
日）の日前30日以内に行わなければならないこととなっております。
　なお、総代選挙の事務は、砺波市、高岡市及び射水市の各選挙管理委員会の協力のもと選挙が執行されます。
　また、役員の任期満了（平成27年3月31日）による役員選挙（理事22人、監事4人）を新総代による総代会
において選挙を行います。
　選挙区及び各選挙区域において選挙すべき定数（60人）は次のとおりです。

選 挙 区

第 １ 区

第 ２ 区

第 ３ 区

第 ４ 区

第 ５ 区

第 ６ 区

総代数（人）

５

１１

６

９

１７

１２

選 挙 区 域

砺波市の内、庄川町庄、庄川町三谷

砺波市の内、安川、頼成、徳万、三合、三合新、福山、茶の木、徳万新

砺波市の内、福岡、頼成新、増山、芹谷、宮森新、宮新、池原、上和田

砺波市の内、権正寺、八十歩、宮森、本小林、東保

高岡市の内、東保新、今泉新、下山田、島新、山下、小泉新、滝新、若杉、

今泉、滝、常国、中田、上麻生、下麻生

射水市の内、串田新、串田、梅木、荒町、円池、生源寺、水戸田、若林、市井
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